
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
企

業

局

〇
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

一

〇
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

一

〇
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

二

〇
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

二

〇
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

四

〇
企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

四

〇
企
業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程 

四

〇
企
業
局
の
業
務
に
係
る
公
金
の
出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
指

　

定
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

六

 
企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　

企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
中
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十

九
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

二
十
四　

地
域
整
備
事
業
に
係
る
経
営
の
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

地
域
整
備
事
業
に
係
る
施
設
の
整
備
及
び
資
産
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

地
域
整
備
事
業
に
係
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
中
第
三
十
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
三
十
一
号
を
第
二
十
八
号
と
す
る
。

　

第
六
条
中
「
次
の
」
を
削
り
、「
地
方
機
関
」
の
下
に
「
と
し
て
広
域
水
道
事
務
所
」
を
加
え
、
同
条
各
号
を
削
る
。

　

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条　

削
除

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
組
織
を
」
を
「
組
織
に
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
営
事
業
課
長
が
指
定
す
る
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
は
、
別
表
第
二
公
営
事
業

課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
定
め
る
事
務
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
三
項
を
削
る
。

　

別
表
第
一
仙
台
用
地
造
成
事
務
所
長
の
項
を
削
り
、
同
表
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
長
、
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務

所
長
及
び
工
業
用
水
道
事
務
所
長
の
項
中
「
、
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
長
」
を
「
及
び
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道

事
務
所
長
」
に
改
め
、「
及
び
工
業
用
水
道
事
務
所
長
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「（
工
業
用
水
道
事
務
所
長
を
除

く
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「（
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
長
を
除
く
。）」
を
削
る
。

　

別
表
第
二
局
長
の
項
第
一
号
ニ
中
「
カ
」
を
「
タ
」
に
改
め
、
同
号
中
ム
を
ヰ
と
し
、
ワ
か
ら
ラ
ま
で
を
ヨ
か
ら
ウ

ま
で
と
し
、
ヲ
を
ワ
と
し
、
ワ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ　

本
局
の
次
長
及
び
課
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。）
の
職
に
あ
る
職
員
の
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
そ

の
期
間
の
延
長
の
承
認
並
び
に
そ
の
取
消
し

　

別
表
第
二
局
長
の
項
第
一
号
ル
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヲ　

本
局
の
次
長
及
び
課
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。）
の
職
に
あ
る
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
及
び
そ

の
期
間
の
延
長
の
承
認
並
び
に
承
認
の
取
消
し

（1）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第16号　　 
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別
表
第
二
公
営
事
業
課
長
の
項
第
一
号
ヘ
中
「
承
認
及
び
」
を
「
承
認
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号
中
カ
を
タ
と
し
、

リ
か
ら
ワ
ま
で
を
ル
か
ら
ヨ
ま
で
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヌ　

職
員
（
本
局
の
課
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。）
の
職
以
上
の
職
に
あ
る
職
員
及
び
地
方
機
関
の
所

長
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）
の
自
己
啓
発
等
休
業
及
び
そ
の
期
間
の
延
長
の
承
認
並
び
に
承
認
の
取
消
し

　

別
表
第
二
公
営
事
業
課
長
の
項
第
一
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

職
員
（
本
局
の
課
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。）
の
職
以
上
の
職
に
あ
る
職
員
及
び
地
方
機
関
の
所

長
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）
の
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
そ
の
期
間
の
延
長
の
承
認
並
び
に
そ
の
取
消
し

　

別
表
第
三
第
三
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

ロ　

普
通
文　

企
公
第　
　
　

号　

公
営
事
業
課

　
　
　
　
　
　
　
　

大
水
第　
　
　

号　

宮
城
県
大
崎
広
域
水
道
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
水
第　
　
　

号　

宮
城
県
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所

　

別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

　
　
　

公
営
事
業
課
長
の
指
定
す
る
課
長
補
佐

　

一　

一
件
三
百
万
円
未
満
の
支
出
を
伴
う
事
案
の
決
定
に
係
る
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
支
出
負
担
行
為

　

二　

一
件
三
百
万
円
未
満
の
支
出
負
担
行
為
に
係
る
支
出
命
令

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　

企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
三
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
企
業
職
給
料
表�
」
を
「
か
ら
企
業
職
給
料
表�
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
企
業
職
給
料
表�
」
を
「
企
業
職
給
料
表�
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
企
業
職
給

料
表�
」
を
「
企
業
職
給
料
表�
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二　

企
業
職
給
料
表�
　

広
域
水
道
事
務
所
に
勤
務
し
、水
質
等
の
検
査
及
び
分
析
に
従
事
す
る
職
員
に
適
用
す
る
。

　

第
二
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
行
政
職
給
料
表
の
」
の
下

に
「
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
料
表
は
同
条
例
別
表
第
五
の
ロ
に
規
定
す
る
医
療
職
給
料
表�
の
」
を
加
え
、「
同

項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条　

削
除

　

第
六
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

号外第16号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

区　
　
　

分

特
殊
現
場
等
作
業
手

当用
地
買
収
等
業
務
手

当

支　
給　
さ　
れ　
る　
職　
員　
の　
範　
囲

　

公
営
事
業
課
、
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
又
は
仙
南
・
仙
塩

広
域
水
道
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
で
次
に
掲
げ
る
工
事
現

場
等
に
お
い
て
、
測
量
、
調
査
、
監
督
、
指
示
、
試
験
又
は

検
査
の
業
務
に
従
事
し
た
職
員

一　

地
表
又
は
水
面
か
ら
の
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築

工
事
、
え
ん
堤
工
事
、
橋 
梁 
工
事
の
現
場
そ
の
他
墜
落

り
よ
う

の
危
険
性
が
特
に
著
し
い
現
場
で
企
業
局
長
が
定
め
る
も

の
二　

ト
ン
ネ
ル
の
掘
削
工
事
の
現
場

三　

地
表
か
ら
の
深
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
現
場
（
企
業
局

長
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

四　

前
各
号
に
掲
げ
る
工
事
現
場
等
以
外
の
工
事
現
場
等
で

企
業
局
長
が
認
め
る
も
の

　

公
営
事
業
課
、
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
又
は
仙
南
・
仙
塩

広
域
水
道
事
務
所
に
所
属
し
、
土
地
の
取
得
等
に
伴
う
調
査

若
し
く
は
交
渉
又
は
事
業
の
施
行
に
よ
り
生
ず
る
損
失
の
補

償
に
伴
う
調
査
若
し
く
は
交
渉
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で

企
業
局
長
が
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
職
員

支　
　

給　
　

額

業
務
に
従
事
し
た
日
一

日
に
つ
き
三
百
五
十
円

と
す
る
。

業
務
に
従
事
し
た
日
一

日
に
つ
き
七
百
五
十
円

（
業
務
が
夜
間
（
午
後

五
時
十
五
分
か
ら
翌
日

の
午
前
八
時
三
十
分
ま

で
の
間
を
い
う
。）
に

お
い
て
行
わ
れ
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
九
百
五



 

 

（3）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第16号　　 

有
害
物
等
取
扱
手
当

災
害
応
急
作
業
等
手

当

　

大
崎
広
域
水
道
事
務
所
又
は
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務

所
に
所
属
す
る
職
員
で
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で

に
規
定
す
る
毒
物
及
び
劇
物
（
以
下
「
毒
劇
物
」
と
い
う
。）

の
発
生
を
伴
う
業
務
又
は
毒
劇
物
若
し
く
は
放
射
性
物
質
を

内
蔵
す
る
精
密
機
器
を
用
い
て
行
う
検
査
若
し
く
は
分
析
の

業
務
に
従
事
し
た
職
員

　

大
崎
広
域
水
道
事
務
所
又
は
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務

所
に
所
属
す
る
職
員
で
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
職
員

一　

噴
火
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
が
避
難
の
た
め

の
立
退
き
を
勧
告
さ
れ
、
若
し
く
は
指
定
さ
れ
た
地
域
又

は
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
定
さ
れ

た
警
戒
区
域
で
行
う
災
害
状
況
の
調
査
、
巡
回
監
視
、
工

事
の
監
督
そ
の
他
局
長
が
定
め
る
作
業

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
企
業
局
が
管
理
す
る
公

共
土
木
施
設
等
で
企
業
局
長
が
定
め
る
も
の
又
は
そ
の
周

辺
に
お
い
て
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発

生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
企
業
局
長

が
定
め
る
場
合
に
限
る
。）に
行
う
巡
回
監
視
又
は
応
急
作

業
等

十
円
）
と
す
る
。

業
務
に
従
事
し
た
日
一

日
に
つ
き
三
百
円
と
す

る
。

一　

中
欄
第
一
号
に
掲

げ
る
作
業
に
従
事
し

た
日
一
日
に
つ
き
九

百
十
円
と
す
る
。

二　

中
欄
第
二
号
に
掲

げ
る
作
業
に
従
事
し

た
日
一
日
に
つ
き
、

職
員
の
職
務
の
級
及

び
作
業
の
種
類
に
応

じ
た
次
に
掲
げ
る
額

と
す
る
。

　
�
　

巡
回
監
視

　

企
業
職
給
料
表

�
四
級
以
上
又
は

企
業
職
給
料
表�

四
級
以
上
の
職
務

に
あ
る
職
員
に
あ

つ
て
は
六
百
円
、

企
業
職
給
料
表�

二
級
及
び
三
級
又

は
企
業
職
給
料
表

�
二
級
及
び
三
級

の
職
務
に
あ
る
職

員
に
あ
つ
て
は
四

百
八
十
円
、
企
業

職
給
料
表�
一

級
、
企
業
職
給
料

表�
一
級
及
び
企

業
職
給
料
表�
各

級
の
職
務
に
あ
る

職
員
に
あ
つ
て
は

三
百
五
十
円
と
す

る
。

�
　

応
急
作
業
等

　

企
業
職
給
料
表

�
四
級
以
上
又
は

企
業
職
給
料
表�

四
級
以
上
の
職
務

に
あ
る
職
員
に
あ

つ
て
は
九
百
十

円
、
企
業
職
給
料

表�
二
級
及
び
三

級
又
は
企
業
職
給

料
表�
二
級
及
び

三
級
の
職
務
に
あ

る
職
員
に
あ
つ
て

は
七
百
三
十
円
、

企
業
職
給
料
表�

一
級
、
企
業
職
給

料
表�
一
級
及
び

企
業
職
給
料
表�

各
級
の
職
務
に
あ

る
職
員
に
あ
つ
て

は
五
百
三
十
円
と

す
る
。

三　

前
二
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
に

掲
げ
る
場
合
に
お
け

る
中
欄
各
号
の
手
当

の
額
は
、
次
に
定
め

る
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
同
一
の
日
に
お

い
て�
及
び�
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
す

る
と
き
に
あ
つ
て

は
、�
に
定
め
る
額

を
中
欄
各
号
の
手
当

の
額
と
す
る
。

�
　

中
欄
第
二
号
の

作
業
が
日
没
時
か

ら
日
出
時
ま
で
の

間
に
行
わ
れ
た
場



　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
、
工
業
用
地
等
造
成
事
業
」
を
削
る
。

　

第
二
条
第
九
号
中
「
証
券
取
引
法
」
を
「
金
融
商
品
取
引
法
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
一
条
各
号
」
を
「
第
三
条
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
二
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
勘
定
科
目
表
収
益
勘
定�
工
業
用
地
等
造
成
事
業
の
表
を
削
り
、
同
表
収
益
勘
定�
地
域
整
備
事
業
の
表

中
「�

地
域
整
備
事
業

」
を
「�

地
域
整
備
事
業

」
に
改
め
、
同
表
費
用
勘
定�
工
業
用
地
等
造
成
事
業
の
表
を
削
り
、

同
表
費
用
勘
定�
地
域
整
備
事
業
の
表
中
「�

地
域
整
備
事
業

」
を
「�

地
域
整
備
事
業

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
一
条
中
「
、
工
業
用
地
等
造
成
事
業
」
を
削
る
。

　

第
十
九
条
中
「
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
五
条
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
一
条
」
を
「
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

　

企
業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
の
手
続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
自
己
啓
発
等
休
業
）

第
二
条　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
の
事
務
部
局
に
勤
務
す
る
一
般
職

の
職
員
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の
申
請
手
続
）

第
三
条　

職
員
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
を
申
請
す
る
と
き
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
）

を
、
自
己
啓
発
等
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
所
属
長
を
経
由
し
て
公
営
企
業
管
理
者
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

公
営
企
業
管
理
者
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の
申
請
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
当
該
申
請
に
つ
い
て
確
認
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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合
　

前
第
二
号
に
定

め
る
額
に
そ
の
百

分
の
五
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し

た
額

�
　

中
欄
各
号
の
作

業
が
著
し
く
危
険

で
あ
る
区
域
（
企

業
局
長
が
定
め
る

も
の
に
限
る
。）で

行
わ
れ
た
場
合

　

前
二
号
に
定
め

る
額
に
そ
の
百
分

の
百
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
た
額



　

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
手
続
）

第
四
条　

前
条
の
規
定
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
職
務
復
帰
）

第
五
条　

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

当
該
自
己
啓
発
等
休
業
に
係
る
職
員
は
、
職
務
に
復
帰
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
辞
令
の
交
付
）

第
六
条　

公
営
企
業
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
辞
令
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
を
承
認
す
る
場
合

　

二　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場
合

　

三　

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

　

（
報
告
等
）

第
七
条　

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２　

公
営
企
業
管
理
者
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
報
告
を
求
め
る
ほ
か
、
当
該
職
員
と
定
期
的
に

連
絡
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
十
分
な
意
思
疎
通
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
別
記
様
式

（第
３
条
関
係

）

自
己
啓
発
等
休
業
承
認
申
請
書

 

（5）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第16号　　 

 
申
請
年
月
日
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
公
営
企
業
管
理
者
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
　　
職
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
　
 

　
を
申
請
し
ま
す
。 

氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

自
己
啓
発
等
休
業

期
間
の
延
長

　
□
自
己
啓
発
等
休
業
（
２
及
び
３
に
記
入
）

　
□
期
間
の
延
長
（
２
及
び
４
に
記
入
） 
 

１
　
申
請
の
区
分

 

��
�

��
�

大
学
等
の
名
称

（
所
在
地
）

大学等課程の履修

２
　
自
己
啓
発
等

 
　
　
休
業
の
内
容

 

課
程（
履
修
年
限
）

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

履
修
の
期
間

活
動
組
織

国際貢献活動

活
動
分
野

活
動
国
・
地
域
  

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

国
内
訓
練

活動期間
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

活
動
国
滞
在

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

３
　
申
請
期
間

 

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

４
　
延
長
の
期
間

 

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

既
に
自
己
啓
発

等
休
業
を
し
て

い
る
期
間

５
　
備

考
 

� 注 
１
　
こ
の
申
請
書
に
は
，
次
の
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
�
　
大
学
等
課
程
の
履
修
又
は
国
際
貢
献
活
動
の
内
容
及
び
期
間

　
　
�
　
前
号
の
内
容
に
関
す
る
照
会
先

２
　
「
履
修
の
期
間
」
欄
に
は
，
大
学
等
の
課
程
に
在
学
し
て
履
修
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
記
入
す
る
。

３
　
「
活
動
組
織
」
欄
に
は
，「
青
年
海
外
協
力
隊
」，「
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
等
を
記
入
す
る
。

４
　
「
国
内
訓
練
」
欄
に
は
，
例
え
ば
，
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
が
行
う
派
遣
前
訓
練
等
の
準
備
行
為
に
参
加
す
る
期

間
を
記
入
す
る
。

５
　
「
５
　
備
考
」
欄
に
は
，
以
前
に
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
自
己
啓
発
等
休
業
の
内
容
（
大
学

等
課
程
の
履
修
又
は
国
際
貢
献
活
動
の
別
，
休
業
期
間
），
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
自

己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
を
請
求
す
る
理
由
そ
の
他
任
命
権
者
が
承
認
の
可
否
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
思
わ

れ
る
事
項
を
記
入
す
る
。

６
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

※
　
任
命
権
者
記
入
欄

□
　
承
 認
　
　
　
□
　
不
承
認

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

受
理
年
月
日
 

　
職
　
 

氏
　
名
 

�

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

決
裁
年
月
日
 

決
裁

欄



〇
宮
城
県
企
業
局
告
示
第
一
号

　

昭
和
六
十
年
宮
城
県
企
業
局
告
示
第
三
号
（
企
業
局
の
業
務
に
係
る
公
金
の
出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金

融
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　

表
中
工
業
用
地
等
造
成
事
業
の
項
を
削
る
。
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